
一

 

（
議
院
運
営
委
員
会
）

国
立
国
会
図
書
館
法
及
び
国
立
国
会
図
書
館
法
の
規
定
に
よ
り
行
政
各
部
門
に
置
か
れ
る
支
部
図
書
館
及
び
そ

 

の
職
員
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
衆
第
一
五
号
）
（
衆
議
院
提
出
）
要
旨

　

本
法
律
案
は
、
日
本
学
術
会
議
法
（
令
和
七
年
法
律
第
七
十
号
）
に
よ
り
日
本
学
術
会
議
が
法
人
と
し
て
設
立
さ
れ
、
内
閣

府
本
府
に
特
別
の
機
関
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
日
本
学
術
会
議
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
お
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
、
国
立
国
会
図
書
館
法
の
一
部
改
正 

法
人
と
し
て
日
本
学
術
会
議
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
国
の
諸
機
関
に
準
ず
る
法
人
と
し
て
同
会
議
に
出
版
物
の
納

入
義
務
を
課
す
。 

二
、
国
立
国
会
図
書
館
法
の
規
定
に
よ
り
行
政
各
部
門
に
置
か
れ
る
支
部
図
書
館
及
び
そ
の
職
員
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正 

内
閣
府
本
府
に
特
別
の
機
関
と
し
て
置
か
れ
て
い
る
日
本
学
術
会
議
が
廃
止
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
国
立
国
会
図
書
館
支

部
日
本
学
術
会
議
図
書
館
を
廃
止
す
る
。 

三
、
施
行
期
日 



二

こ
の
法
律
は
、
日
本
学
術
会
議
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　
  

　


